
◎
中
小
企
業
者
及
び
中
堅
事
業
者
等
に
対
す

る
資
金
供
給
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
の
株

式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
一
年
六
月
一
九
日
法
律
第
五
四
号
）（
衆
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
一
年
五
月
八
日
・
衆
議
院
経
済
産
業
委
員

会

）

○
高
村
議
員

中
小
企
業
者
及
び
中
堅
事
業
者
等
に
対
す
る
資
金
供
給
の

円
滑
化
を
図
る
た
め
の
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案
の
提
案
理
由
及
び
要
旨
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

本
法
案
の
主
な
内
容
は
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
の
一
部
改

正
と
産
業
活
力
の
再
生
及
び
産
業
活
動
の
革
新
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の

一
部
改
正
で
あ
り
ま
す
。

ま
ず
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
の
改
正
に
つ
い
て
御
説
明
申

し
上
げ
ま
す
。

深
刻
さ
を
増
す
経
済
危
機
に
よ
り
、
景
気
は
一
段
と
厳
し
さ
を
増
し
、

中
小
・
中
堅
を
問
わ
ず
、
多
く
の
企
業
が
資
金
繰
り
に
苦
し
ん
で
お
り
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
中
、
商
工
中
金
に
よ
る
危
機
対
応
業
務
は
大
き
く
伸
び

て
お
り
、
現
在
提
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
補
正
予
算
案
に
お
き
ま
し
て
も
、

貸
付
枠
を
一
層
拡
大
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

し
か
し
、
危
機
対
応
業
務
の
拡
充
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
に
は
、
商

工
中
金
の
自
己
資
本
を
強
化
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
た

め
、
商
工
中
金
に
危
機
対
応
準
備
金
を
設
け
る
と
と
も
に
、
政
府
が
こ
れ

に
資
金
を
出
資
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
よ
う
措
置
し
た
い
と
考
え
て
お

り
ま
す
。

ま
た
、
危
機
対
応
業
務
へ
の
対
応
に
万
全
を
期
す
た
め
、
政
府
保
有
株

式
の
全
部
を
処
分
す
る
時
期
を
当
初
予
定
か
ら
延
長
す
る
等
の
措
置
を
講

じ
て
お
り
ま
す
。

続
き
ま
し
て
、
産
業
活
力
の
再
生
及
び
産
業
活
動
の
革
新
に
関
す
る
特

別
措
置
法
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

複
数
の
企
業
等
に
分
散
し
た
技
術
等
を
組
み
合
わ
せ
て
行
わ
れ
る
事
業

活
動
に
成
長
資
金
を
供
給
す
る
産
業
革
新
機
構
に
つ
き
ま
し
て
は
、
昨
今

の
経
済
危
機
の
中
、
我
が
国
企
業
が
技
術
、
事
業
の
選
択
と
集
中
を
迫
ら

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
資
金
ニ
ー
ズ
が
急
増
す
る
可
能
性
が
高
ま
っ
て
お

り
ま
す
。

こ
の
た
め
、
産
業
革
新
機
構
が
機
動
的
に
資
金
を
調
達
で
き
る
よ
う
、

中
小
企
業
者
及
び
中
堅
事
業
者
等
に
対
す
る
資
金
供
給
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
の
株
式
会
社
商
工
組

合
中
央
金
庫
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

一
九
三



そ
の
借
入
金
等
に
対
し
ま
し
て
、
政
府
が
保
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

措
置
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

以
上
が
、
本
法
律
案
の
提
案
理
由
及
び
そ
の
要
旨
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
、
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
賛
同
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
よ
ろ

し
く
お
願
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。

二
、
衆
議
院
経
済
産
業
委
員
長
報
告（
平
成
二
一
年
六
月
四
日
）

○
東
順
治
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、

経
済
産
業
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ

ま
す
。

本
案
は
、
深
刻
さ
を
増
す
経
済
危
機
に
よ
り
、
大
幅
に
悪
化
し
て
い
る

中
小
企
業
者
や
中
堅
事
業
者
等
の
資
金
調
達
状
況
を
改
善
す
る
必
要
性
に

か
ん
が
み
、
商
工
組
合
中
央
金
庫
に
危
機
対
応
準
備
金
制
度
を
創
設
し
、

政
府
が
保
有
す
る
株
式
の
処
分
期
限
に
つ
い
て
三
年
半
延
長
す
る
と
と
も

に
、
産
業
革
新
機
構
に
つ
い
て
、
政
府
が
機
構
の
借
入
金
ま
た
は
社
債
に

対
し
保
証
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
た
め
の
措
置
等
を
講
じ
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
り
ま
す
。

本
案
は
、
去
る
五
月
七
日
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
ま
し
た
。

委
員
会
に
お
い
て
は
、
八
日
提
出
者
高
村
正
彦
君
か
ら
提
案
理
由
の
説

明
を
聴
取
し
た
後
、
質
疑
に
入
り
、
六
月
三
日
質
疑
を
終
了
い
た
し
ま
し

た
。

質
疑
終
局
後
、
自
由
民
主
党
、
民
主
党
・
無
所
属
ク
ラ
ブ
及
び
公
明
党

の
三
会
派
か
ら
、
本
法
律
案
に
対
し
、
平
成
二
十
三
年
度
末
を
目
途
と
し

て
商
工
組
合
中
央
金
庫
に
関
し
検
討
す
る
事
項
と
し
て
、
株
式
の
処
分
及

び
国
の
関
与
の
あ
り
方
を
加
え
る
と
と
も
に
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
ま

で
の
間
、
政
府
は
保
有
す
る
株
式
を
処
分
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
を
内

容
と
す
る
修
正
案
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

次
い
で
、
内
閣
の
意
見
を
聴
取
し
た
後
、
討
論
を
行
い
、
採
決
を
行
っ

た
結
果
、
修
正
案
及
び
修
正
部
分
を
除
く
原
案
は
い
ず
れ
も
賛
成
多
数
を

も
っ
て
可
決
さ
れ
、
本
案
は
修
正
議
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
案
に
対
し
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
委
員
会
修
正
の
提
案
理
由（
平
成
二
一
年
六
月
三
日
）

○
大
島
（
敦
）
委
員

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
中
小
企
業
者
及
び

中
堅
事
業
者
等
に
対
す
る
資
金
供
給
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
の
株
式
会
社

商
工
組
合
中
央
金
庫
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案

に
つ
き
ま
し
て
、
自
由
民
主
党
、
民
主
党
・
無
所
属
ク
ラ
ブ
及
び
公
明
党

を
代
表
い
た
し
ま
し
て
、
そ
の
趣
旨
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

修
正
案
は
、
お
手
元
に
配
付
い
た
し
た
と
お
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。

以
下
、
そ
の
内
容
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

第
一
に
、
政
府
が
平
成
二
十
三
年
度
末
を
目
途
と
し
て
株
式
会
社
商
工

中
小
企
業
者
及
び
中
堅
事
業
者
等
に
対
す
る
資
金
供
給
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
の
株
式
会
社
商
工
組

合
中
央
金
庫
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

一
九
四



組
合
中
央
金
庫
に
関
し
検
討
す
る
事
項
と
し
て
、
商
工
組
合
中
央
金
庫
に

よ
る
危
機
対
応
業
務
の
在
り
方
の
ほ
か
、「
政
府
の
保
有
す
る
商
工
組
合

中
央
金
庫
の
株
式
の
処
分
の
在
り
方
及
び
商
工
組
合
中
央
金
庫
に
対
す
る

国
の
関
与
の
在
り
方
」
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の

結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
二
に
、
政
府
は
、
そ
の
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
ま
で
の
間
、
そ
の
保
有

す
る
商
工
組
合
中
央
金
庫
の
株
式
を
処
分
し
な
い
も
の
と
し
て
お
り
ま

す
。以

上
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
委
員
各
位
の
御
賛
同
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
一
年
六
月
三
日
）

経
済
情
勢
の
急
速
な
悪
化
に
伴
う
中
小
企
業
者
や
中
堅
事
業
者
等
（
以

下
「
中
小
企
業
者
等
」
と
い
う
。）
の
資
金
繰
り
の
大
幅
な
悪
化
に
適
切

に
対
処
す
る
と
と
も
に
、
こ
う
し
た
中
小
企
業
者
等
に
お
い
て
経
営
の
安

定
化
や
活
性
化
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
長
期
に
わ
た
っ
て
資
金
供
給
に
万

全
を
期
す
る
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
政

府
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
じ

る
べ
き
で
あ
る
。

一

株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
に
よ
る
中
小
企
業
向
け
金
融
機
能
の

役
割
が
、
今
後
と
も
、
中
小
企
業
の
資
金
ニ
ー
ズ
に
的
確
か
つ
十
分
に

応
え
ら
れ
る
も
の
と
な
る
よ
う
、
財
政
基
盤
の
強
化
や
法
的
枠
組
み
の

整
備
な
ど
、
万
全
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二

本
法
附
則
第
三
条
の
「
検
討
」
に
当
た
っ
て
は
、
株
式
会
社
商
工
組

合
中
央
金
庫
に
対
す
る
政
府
出
資
が
中
小
企
業
者
等
に
対
す
る
適
切
な

資
金
供
給
に
つ
な
が
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
定
期
的
に
検
証
し
、
そ
の

結
果
を
踏
ま
え
つ
つ
、
国
が
中
小
企
業
金
融
に
引
き
続
き
責
任
を
果
た

す
べ
き
と
の
観
点
か
ら
、
そ
の
財
政
基
盤
の
さ
ら
な
る
強
化
や
国
の
中

小
企
業
政
策
と
の
連
携
の
確
保
な
ど
に
つ
い
て
結
論
を
得
る
こ
と
。
併

せ
て
、
政
府
系
金
融
機
関
の
在
り
方
に
つ
い
て
規
定
し
た
「
簡
素
で
効

率
的
な
政
府
を
実
現
す
る
た
め
の
行
政
改
革
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」

第
六
条
の
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
、
見

直
し
の
検
討
対
象
と
す
る
こ
と
。

三

株
式
会
社
産
業
革
新
機
構（
以
下
、「
機
構
」
と
い
う
。）の
資
金
調
達

に
対
す
る
政
府
保
証
に
当
た
り
、
早
急
に
支
援
基
準
や
支
援
対
象
事
業

の
具
体
化
を
図
る
こ
と
。
そ
の
際
、
機
構
が
供
給
す
る
資
金
は
リ
ス
ク

マ
ネ
ー
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
事
業
の
再
構
築
を
行
う
事
業
者
の

モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
を
排
除
し
、
そ
れ
ら
の
者
が
適
切
に
経
営
責
任
を
果

た
す
よ
う
規
定
す
る
こ
と
。
加
え
て
、
機
構
の
事
業
遂
行
に
当
た
っ
て

は
、広
く
専
門
人
材
の
確
保
を
図
る
と
と
も
に
、管
理
に
万
全
を
期
し
、

財
政
資
金
の
保
全
及
び
回
収
に
努
め
る
こ
と
。

中
小
企
業
者
及
び
中
堅
事
業
者
等
に
対
す
る
資
金
供
給
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
の
株
式
会
社
商
工
組

合
中
央
金
庫
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

一
九
五



三
、
参
議
院
経
済
産
業
委
員
長
報
告（
平
成
二
一
年
六
月
一
二
日
）

○
櫻
井
充
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、

審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

本
法
律
案
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
高
村
正
彦
君
外
六
名
か
ら
提
出
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
に

よ
る
中
小
企
業
者
、
中
堅
事
業
者
等
向
け
の
危
機
対
応
業
務
を
拡
充
す
る

た
め
に
必
要
な
財
政
基
盤
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
株
式
会
社
産
業
革
新

機
構
の
資
金
調
達
を
円
滑
に
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
で

あ
り
ま
す
。

衆
議
院
に
お
い
て
、
政
府
が
平
成
二
十
三
年
度
末
を
目
途
と
し
て
商
工

中
金
に
関
し
検
討
す
る
事
項
と
し
て
、
政
府
保
有
株
式
の
処
分
の
在
り
方

及
び
商
工
中
金
に
対
す
る
国
の
関
与
の
在
り
方
を
加
え
る
等
の
修
正
が
行

わ
れ
て
お
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
現
下
の
厳
し
い
経
済
環
境
に
対
し
て
、
政

府
そ
し
て
委
員
各
位
の
認
識
を
共
通
と
し
、
そ
し
て
そ
の
上
で
再
度
公
的

金
融
機
関
の
在
り
方
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
も
う

少
し
具
体
的
に
申
し
上
げ
れ
ば
、
商
工
中
金
の
完
全
民
営
化
の
方
向
性
に

つ
い
て
十
分
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ

ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
た
い
と
思
い
ま

す
。

質
疑
を
終
了
し
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原

案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
て
附
帯
決
議
を
行
い
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
一
年
六
月
一
一
日
）

中
小
企
業
者
及
び
中
堅
事
業
者
等
（
以
下
「
中
小
企
業
者
等
」
と
い

う
。）
の
大
幅
に
悪
化
し
て
い
る
資
金
繰
り
を
改
善
し
、
経
営
の
安
定

化
や
活
性
化
を
図
る
と
と
も
に
、
中
小
企
業
者
等
に
対
す
る
資
金
供
給

を
長
期
に
わ
た
っ
て
確
保
す
る
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
こ
と
に
か

ん
が
み
、
政
府
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切

な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。

一

株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫（
以
下
「
商
工
中
金
」
と
い
う
。）

の
危
機
対
応
準
備
金
が
創
設
さ
れ
た
趣
旨
に
か
ん
が
み
、
不
況
時
の

中
小
企
業
の
資
金
需
要
に
的
確
か
つ
十
分
に
対
応
す
る
た
め
、
危
機

対
応
業
務
の
一
層
円
滑
な
実
施
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
財
源
の
確
保
や

借
り
手
の
立
場
に
立
っ
た
対
応
の
徹
底
な
ど
万
全
の
措
置
を
講
ず
る

こ
と
。

二

本
法
施
行
後
の
検
討
に
当
た
っ
て
は
、
商
工
中
金
に
対
す
る
政
府

出
資
が
中
小
企
業
向
け
資
金
供
給
に
十
分
つ
な
が
っ
て
い
る
か
ど
う

か
を
定
期
的
に
検
証
す
る
と
と
も
に
、
国
が
中
小
企
業
金
融
の
円
滑

中
小
企
業
者
及
び
中
堅
事
業
者
等
に
対
す
る
資
金
供
給
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
の
株
式
会
社
商
工
組

合
中
央
金
庫
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

一
九
六



化
に
責
任
を
果
た
す
べ
き
と
の
観
点
か
ら
、
国
の
中
小
企
業
政
策
と

の
連
携
の
確
保
及
び
商
工
中
金
の
財
政
基
盤
の
更
な
る
強
化
等
に
つ

い
て
結
論
を
得
る
こ
と
。

ま
た
、
政
府
系
金
融
機
関
の
在
り
方
に
つ
い
て
規
定
し
た
「
簡
素

で
効
率
的
な
政
府
を
実
現
す
る
た
め
の
行
政
改
革
の
推
進
に
関
す
る

法
律
」
第
六
条
に
お
け
る
商
工
中
金
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、
見
直

し
の
検
討
対
象
と
す
る
こ
と
。

三

資
金
調
達
の
た
め
の
政
府
保
証
制
度
の
創
設
に
よ
り
、
株
式
会
社

産
業
革
新
機
構
が
多
額
の
資
金
を
調
達
し
、
そ
れ
ら
を
リ
ス
ク
マ

ネ
ー
と
し
て
供
給
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
支

援
基
準
の
明
確
化
や
民
間
の
優
秀
な
目
利
き
人
材
の
確
保
と
活
用
等

に
よ
り
、
出
資
対
象
の
審
査
及
び
出
資
後
の
監
理
を
厳
格
に
実
施
す

る
等
そ
の
運
営
に
お
い
て
公
正
性
か
つ
透
明
性
が
確
保
さ
れ
、
ま

た
、
財
政
資
金
の
保
全
・
回
収
が
図
ら
れ
る
よ
う
体
制
の
整
備
に
努

め
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。

中
小
企
業
者
及
び
中
堅
事
業
者
等
に
対
す
る
資
金
供
給
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
の
株
式
会
社
商
工
組

合
中
央
金
庫
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

一
九
七


